
第7回オ ープント ーナ メン ト

サムライ 杯　 春の 陣　 空手 道選 手権 大会 　試 合規 約

国 際 空 手 道 連 盟 　 極 真 会
館 　 全 日 本 極 真 連 合 会

極 真 会 館 　 中 部 総
本 部

◆ 国 際 空 手 道 連 盟 ル ー ル に 準 ず る

１ ． 試 合 時 間 　 　 「 試 合 時 間 及 び ル ー ル 」 参 照
  ２．防　　　具　 「試合時間及びルール」参照

３ ． 着 　 　 　 衣 　 　 清 潔 な 空 手 着 を 着 用 す る こ と 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ピ ア ス 等 の ア ク セ サ リ ー 着 用 の 選 手
は 出 場 を 認 め な い 。
４ ． 勝 　 　 　 者 　 　 一 本 勝 ち ・ 判 定 勝 ち ・ 相 手 の 反 則 な
い し 失 格 に よ る 勝 ち に よ り 判 定 さ れ る 。
５ ． 一 本 勝 ち 　 　 ① 反 則 箇 所 を 除 く 部 分 へ の 突 き ・ 蹴

り な ど で 瞬 間 的 に 効 か し ３ 秒 以 上 相 手 が 立
ち 上 が れ な い 時 、 ま た は 戦 意 を 喪 失 さ せ た
場 合 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ② 技 あ り ２ つ で 合 わ せ 一 本 と な る 。
６ ． 技 あ り 　 　 ① 反 則 箇 所 を 除 く 部 分 へ の 突 き ・ 蹴 り
な ど を 決 め 、 そ の ダ メ ー ジ に よ り 一 時 的 に 動 き が
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 止 ま っ た と き 、 ま た は 大 き く 崩 れ
た 場 合 。 足 掛 け ま た は 前 蹴 り や 下 段 の 合 わ せ 技 で
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 相 手 を き れ い に 倒 し た と き は 技 あ
り と す る 。
７ ． 判 　 　 　 定 　 　 ① 一 本 勝 ち 、 失 格 が な い 場 合 は 主 審
副 審 の う ち 、 過 半 数 の 審 判 の 判 定 で 決 め る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 判 定 が 決 ま ら な い 場 合 は 延 長 戦 を
行 う 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ② 延 長 戦 で も 決 ま ら な い と き は 体 重

判 定 を 行 う 。 そ れ で も 決 ま ら な い 場 合 は 最
終 延 長 戦 を 行 い 勝 敗 を 決 す る 。 （ 体 重 判 定
は 3 ｋ ｇ 差 以 上 を 有 効 と す る ）

８ ． 反 　 　 　 則 　 　 ① 手 技 に よ る 首 か ら 上 へ （ 首 を 含 む
の 攻 撃 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ② 金 的 蹴 り ・ 頭 突 き 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ③ 倒 れ て い る 相 手 に 当 て る 攻 撃 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ④ 背 後 か ら の 攻 撃 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ⑤ 拳 底 押 し ・ 正 拳 押 し ・ つ か み ・ 投
げ ・ 手 掛 け ・ ク リ ン チ 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ⑥ 技 の 掛 け 逃 げ 。 （ 蹴 っ て す ぐ に 倒
れ る こ と を 繰 り 返 す ）



　 　 　 　 　 　 　 　 　 ⑦ 何 度 も 場 外 に 逃 げ た 場 合 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ⑧ そ の 他 、 審 判 が 特 に 反 則 と み な し
た 場 合 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ⑨ 反 則 は 悪 質 な も の を 除 き 注 意 が 与

え ら れ る 。 悪 質 な 反 則 の 場 合 、 減 点 及 び 失
格 も あ り う る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ⑩ 注 意 ２ 回 で 減 点 と な る 。
９ ． 失 　 　 　 格 　 　 ① 減 点 を ２ 回 重 ね た と き 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ② 試 合 中 、 審 判 員 の 指 示 に 従 わ な い
と き 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ③ 出 場 時 刻 に 遅 れ た り 、 出 場 し な い
と き 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ④ 粗 暴 な 振 る 舞 い や 悪 質 な 試 合 態 度
と み な さ れ た と き 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ⑤ 応 援 態 度 が 悪 質 で 目 に あ ま る と き
は 選 手 の 減 点 ま た は 失 格 も あ り え る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ⑥ 当 日 の 計 量 に よ り 、 規 定 の 体 重 を
超 え て い る と き 。
１ ０ ． そ の 他 　 　 判 定 に 対 す る 抗 議 は 一 切 認 め ま せ ん 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 般 、 女 子 、 少 年 部 に か か わ ら ず 反
則 箇 所 を 除 く す べ て の 蹴 り 技 を 有 効 と し ま す 。


